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(57)【要約】
【課題】医用画像撮影制御装置、方法およびプログラム
において、必要な医用画像を漏れなくかつ効率よく保存
できるようにする。
【解決手段】第１の判定部４２が、時系列順に取得され
る超音波画像に対して、保存すべきか否かについての第
１の判定を行う。第１の判定が肯定されると、保存制御
部４３が、第１の判定部４２により保存すべきと判定さ
れた超音波画像をストレージ３３に保存する。第２の判
定部４４が、保存が必要な１以上の超音波画像がストレ
ージ３３に保存されたか否かについての第２の判定を行
う。第２の判定が否定されると、報知部４５が、保存が
必要な１以上の超音波画像がストレージ３３に保存され
ていないことを報知する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影手段により時系列順に取得される医用画像に対して、保存すべきか否かについての
第１の判定を行う第１の判定手段と、
　前記第１の判定が肯定された場合に、保存すべきと判定された前記医用画像を保存手段
に保存する保存制御手段と、
　保存が必要な１以上の医用画像が前記保存手段に保存されたか否かについての第２の判
定を行う第２の判定手段と、
　前記第２の判定が否定された場合に、前記保存が必要な１以上の医用画像が前記保存手
段に保存されていないことを報知する報知手段とを備えたことを特徴とする医用画像撮影
制御装置。
【請求項２】
　前記第１の判定手段は、前記医用画像に含まれる解剖学的領域に基づいて、前記第１の
判定を行う請求項１記載の医用画像撮影制御装置。
【請求項３】
　前記第２の判定手段は、複数の撮影手技による複数の前記医用画像を保存するに際し、
前記第２の判定が否定された場合、未保存の医用画像についての撮影手技の情報を取得し
、
　前記報知手段は、前記未保存の医用画像についての撮影手技をさらに報知する請求項１
または２記載の医用画像撮影制御装置。
【請求項４】
　前記保存制御手段は、前記被写体の複数の部位についての複数の前記医用画像を保存す
るに際し、前記保存が必要な１以上の前記医用画像を、前記部位ごとに前記保存手段に保
存する請求項１または２記載の医用画像撮影制御装置。
【請求項５】
　前記保存制御手段は、前記保存が必要な１以上の前記医用画像に時間的に前後する複数
の医用画像をさらに前記保存手段に保存する請求項１から３のいずれか１項記載の医用画
像撮影制御装置。
【請求項６】
　前記撮影手段は、超音波撮影手段である請求項１から４のいずれか１項記載の医用画像
撮影制御装置。
【請求項７】
　前記報知手段は、前記第１の判定が肯定されたことをさらに報知し、
　前記保存制御手段は、保存すべきと判定されかつ保存すべき指示がなされた前記医用画
像を前記保存手段に保存する請求項１から６のいずれか１項記載の医用画像撮影制御装置
。
【請求項８】
　撮影手段により時系列順に取得される医用画像に対して、保存すべきか否かについての
第１の判定を行い、
　前記第１の判定が肯定された場合に、保存すべきと判定された前記医用画像を保存手段
に保存し、
　保存が必要な１以上の医用画像が前記保存手段に保存されたか否かについての第２の判
定を行い、
　前記第２の判定が否定された場合に、前記保存が必要な１以上の医用画像が前記保存手
段に保存されていないことを報知することを特徴とする医用画像撮影制御方法。
【請求項９】
　撮影手段により時系列順に取得される医用画像に対して、保存すべきか否かについての
第１の判定を行う手順と、
　前記第１の判定が肯定された場合に、保存すべきと判定された前記医用画像を保存手段
に保存する手順と、
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　保存が必要な１以上の医用画像が前記保存手段に保存されたか否かについての第２の判
定を行う手順と、
　前記第２の判定が否定された場合に、前記保存が必要な１以上の医用画像が前記保存手
段に保存されていないことを報知する手順とをコンピュータに実行させることを特徴とす
る医用画像撮影制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像等の医用画像の撮影を制御する医用画像撮影制御装置、方法およ
びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　患者の放射線画像および超音波画像を撮影することにより取得した医用画像を用いての
画像診断が行われている。また、ＣＴ（Computed Tomography）装置およびＭＲＩ（Magne
tic Resonance Imaging）装置等の医療機器の進歩により、より質の高い高解像度の３次
元画像が画像診断に用いられるようになってきている。
【０００３】
　一方、近年の高齢化に伴い、在宅医療が重要視されている。しかしながら、在宅医療で
は、上述したようなＣＴ装置およびＭＲＩ装置を用いての撮影を行うことはできないため
、小型で持ち運びが可能な超音波装置等を用いての医用画像の取得が、在宅医療における
画像診断の中心となる。在宅医療においては、撮影者は、ポータブル型の超音波装置を使
用し、適切なポジショニングとなるように超音波プローブを移動させつつ超音波画像を表
示し、所望とする解剖学的領域が含まれるポジショニングとなった時点、すなわち所望と
する解剖学的領域が超音波画像に含まれるようになった時点で画像を保存する指示を行う
ことにより、所望とする解剖学的領域が含まれた超音波画像を保存するようにしている。
【０００４】
　しかしながら、在宅医療においては、医用画像の撮影を行うのは、撮影に慣れた撮影技
師ではなく、撮影に不慣れな医師または看護士であることが多い。このため、所望とする
解剖学的特徴を含む超音波画像が得られる適切なポジショニングとなるように、超音波プ
ローブを移動させることが困難な場合が多い。
【０００５】
　このため、所望とする超音波画像を自動的に保存する手法が提案されている。例えば、
特許文献１には、造影剤を使用して超音波画像を撮影するに際し、輝度がしきい値以上と
なる１または複数の超音波画像を保存用画像として選択し、選択された超音波画像を保存
する手法が提案されている。また、特許文献２には、所望とする超音波画像に時間的に前
後するフレームの超音波画像を自動的に保存する手法も提案されている。このように、特
許文献１，２に記載の手法を用いることにより、超音波画像を撮影しつつ、必要な超音波
画像を自動的に保存することができるため、操作者の負担を軽減することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－０２４１３２号公報
【特許文献２】特開２０１５－２１１８３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一方、診断する部位によっては、複数のポジショニングによる超音波画像が必要な場合
がある。上記特許文献１，２に記載された手法は自動的に超音波画像を保存することがで
きる。しかしながら、保存が必要な超音波画像を保存することができたか否かを確認する
ためには、保存された超音波画像を表示する等の作業が必要となるため、操作者の作業の
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負担が大きいものとなる。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、必要な医用画像を漏れなくかつ効率よく
保存できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による医用画像撮影制御装置は、撮影手段により時系列順に取得される医用画像
に対して、保存すべきか否かについての第１の判定を行う第１の判定手段と、
　第１の判定が肯定された場合に、保存すべきと判定された医用画像を保存手段に保存す
る保存制御手段と、
　保存が必要な１以上の医用画像が保存手段に保存されたか否かについての第２の判定を
行う第２の判定手段と、
　第２の判定が否定された場合に、保存が必要な１以上の医用画像が保存手段に保存され
ていないことを報知する報知手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１０】
　なお、本発明による医用画像撮影制御装置においては、第１の判定手段は、医用画像に
含まれる解剖学的領域に基づいて、第１の判定を行うものであってもよい。
【００１１】
　また、本発明による医用画像撮影制御装置においては、第２の判定手段は、複数の撮影
手技による複数の医用画像を保存するに際し、第２の判定が否定された場合、未保存の医
用画像についての撮影手技の情報を取得し、
　報知手段は、未保存の医用画像についての撮影手技をさらに報知するものであってもよ
い。
【００１２】
　「撮影手技」とは、撮影部位、撮影方向、並びに超音波画像の撮影においてはプローブ
を当てる位置および方向等、保存が必要な医用画像を取得するために必要な撮影の仕方お
よび撮影手段のポジショニング等を表す情報である。
【００１３】
　また、本発明による医用画像撮影制御装置においては、保存制御手段は、被写体の複数
の部位についての複数の医用画像を保存するに際し、保存が必要な１以上の医用画像を、
部位ごとに保存手段に保存するものであってもよい。
【００１４】
　また、本発明による医用画像撮影制御装置においては、保存制御手段は、保存が必要な
１以上の医用画像に時間的に前後する複数の医用画像をさらに保存手段に保存するもので
あってもよい。
【００１５】
　また、本発明による医用画像撮影制御装置においては、撮影手段は、超音波撮影手段で
あってもよい。
【００１６】
　また、本発明による医用画像撮影制御装置においては、報知手段は、第１の判定が肯定
されたことをさらに報知し、
　保存制御手段は、保存すべきと判定されかつ保存すべき指示がなされた医用画像を保存
手段に保存するものであってもよい。
【００１７】
　本発明による医用画像撮影制御方法は、撮影手段により時系列順に取得される医用画像
に対して、保存すべきか否かについての第１の判定を行い、
　第１の判定が肯定された場合に、保存すべきと判定された医用画像を保存手段に保存し
、
　保存が必要な１以上の医用画像が保存手段に保存されたか否かについての第２の判定を
行い、
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　第２の判定が否定された場合に、保存が必要な１以上の医用画像が保存手段に保存され
ていないことを報知することを特徴とするものである。
【００１８】
　なお、本発明による医用画像撮影制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムとして提供してもよい。
【００１９】
　本発明による他の医用画像撮影制御装置は、コンピュータに実行させるための命令を記
憶するメモリと、
　記憶された命令を実行するよう構成されたプロセッサとを備え、プロセッサは、
　撮影手段により時系列順に取得される医用画像に対して、保存すべきか否かについての
第１の判定を行う第１の判定処理と、
　第１の判定が肯定された場合に、保存すべきと判定された医用画像を保存手段に保存す
る保存制御処理と、
　保存が必要な１以上の医用画像が保存手段に保存されたか否かについての第２の判定を
行う第２の判定処理と、
　第２の判定が否定された場合に、保存が必要な１以上の医用画像が保存手段に保存され
ていないことを報知する報知処理とを実行することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、時系列順に取得される医用画像に対して、保存すべきか否かについて
の第１の判定が行われ、第１の判定が肯定された場合に、保存すべきと判定された医用画
像が保存手段に保存される。さらに、保存が必要な１以上の医用画像が保存手段に保存さ
れたか否かについての第２の判定が行われ、第２の判定が否定された場合に、保存が必要
な１以上の医用画像が保存手段に保存されていないことが報知される。このため、操作者
は報知により保存が必要な医用画像が保存されていないことを知ることができる。したが
って、保存が必要な医用画像を漏れなくかつ効率よく保存できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態による医用画像撮影制御装置を適用した医用画像撮影システム
の概略図
【図２】コンピュータに本実施形態による医用画像撮影制御プログラムをインストールす
ることにより実現される医用画像撮影制御装置である操作装置の概略構成を示す図
【図３】心臓の基準画像を示す図
【図４】肝臓の基準画像を示す図
【図５】報知の例を示す図
【図６】本実施形態において行われる処理を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は本発明の実施形態に
よる医用画像撮影制御装置を適用した医用画像撮影システムの概略図である。図１に示す
ように、本実施形態による医用画像撮影システムは被写体３の超音波画像を撮影するため
の装置であり、ポータブル型の超音波撮影装置１０を備える。
【００２３】
　超音波撮影装置１０は、超音波探触子（プローブ）２０およびプローブ２０と接続され
た操作装置３０を備える。なお、プローブ２０および後述する画像化部が撮影手段に、操
作装置３０が医用画像撮影制御装置に、超音波画像が医用画像にそれぞれ対応する。
【００２４】
　プローブ２０は、被写体３に向けて超音波を送信し、被写体３内において反射した超音
波を受信し、検出信号を操作装置３０に出力する。
【００２５】



(6) JP 2018-143698 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

　操作装置３０は、プローブ２０が取得した検出信号に基づいて超音波画像を生成する。
また、操作装置３０は、超音波画像を表示するディスプレイ３４および各種入力を行うた
めの入力部３５を備える。
【００２６】
　本実施形態においては、操作者がベッド２に寝ている被写体３の表面においてプローブ
２０を移動させることにより、移動された各位置において被写体３の超音波画像が取得さ
れ、操作装置３０のディスプレイ３４に動画像として表示される。
【００２７】
　操作装置３０は、その内部に実装されたコンピュータに、本発明の医用画像撮影制御プ
ログラムをインストールしたものである。操作装置３０は超音波画像を取得するための専
用の装置であってもよいが、持ち運びが可能なノートパソコンであってもよい。医用画像
撮影制御プログラムは、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）あるいはＣＤ－ＲＯＭ（Comp
act Disk Read Only Memory）等の記録媒体に記録されて配布され、その記録媒体からコ
ンピュータにインストールされる。または、ネットワークに接続されたサーバコンピュー
タの記憶装置、もしくはネットワークストレージに、外部からアクセス可能な状態で記憶
され、要求に応じてコンピュータにダウンロードされ、インストールされる。
【００２８】
　図２は、コンピュータに本実施形態による医用画像撮影制御プログラムをインストール
することにより実現される医用画像撮影制御装置である操作装置の概略構成を示す図であ
る。図２に示すように、操作装置３０は、標準的なコンピュータの構成として、ＣＰＵ（
Central Processing Unit）３１、メモリ３２、ストレージ３３、ディスプレイ３４、入
力部３５およびスピーカー３６を備えている。
【００２９】
　ストレージ３３には、プローブ２０が取得した検出信号に基づいて生成された超音波画
像および処理に必要な情報を含む各種情報が記憶されている。また、本実施形態において
は、ストレージ３３には、後述する複数の基準画像が記憶されている。なお、本実施形態
においては、被写体３の心臓および肝臓の超音波画像が取得されるものとする。また、ス
トレージ３３が保存手段に対応する。
【００３０】
　また、メモリ３２には、医用画像撮影制御プログラムが記憶されている。医用画像撮影
制御プログラムは、ＣＰＵ３１に実行させる処理として、プローブ２０から入力された検
出信号を画像化する画像化処理、画像化処理により時系列順に取得される超音波画像に対
して、保存すべきか否かについての第１の判定を行う第１の判定処理、第１の判定が肯定
された場合に、保存すべきと判定された医用画像をストレージ３３に保存する保存制御処
理、保存が必要な１以上の超音波画像がストレージ３３に保存されたか否かについての第
２の判定を行う第２の判定処理、および第２の判定が否定された場合に、保存が必要な１
以上の超音波画像がストレージ３３に保存されていないことを報知する報知処理を規定す
る。
【００３１】
　そして、ＣＰＵ３１がプログラムに従いこれらの処理を実行することで、コンピュータ
は、画像化部４１、第１の判定部４２、保存制御部４３、第２の判定部４４、および報知
部４５として機能する。なお、操作装置３０は、画像化処理、第１の判定処理、保存制御
処理、第２の判定処理および報知処理をそれぞれ行う複数のプロセッサまたは処理回路を
備えるものであってもよい。また、本実施形態による医用画像撮影制御装置は、画像化部
４１を含まないものであってもよい。
【００３２】
　画像化部４１は、プローブ２０から入力された検出信号を、あらかじめ定められたフレ
ームレート（例えば３０ｆｐｓ）により画像化して、超音波画像を順次取得する。
【００３３】
　第１の判定部４２は、画像化部４１において時系列順に取得される超音波画像に対して
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、保存すべきか否かについての第１の判定を行う。このために、第１の判定部４２は、第
１の判定を行うための基準となる基準画像をストレージ３３から取得する。ここで、本実
施形態においては、心臓および肝臓の超音波画像が取得される。超音波画像を用いた診断
のためには、心臓および肝臓のそれぞれに対して、診断に必要な解剖学的領域を含む断面
の複数の超音波画像の保存が必要である。
【００３４】
　例えば、心臓については、心臓の４つの部屋、すなわち、左心房、左心室、右心房およ
び右心室が含まれる超音波画像、および大動脈弁が含まれる超音波画像等が必要である。
このため、第１の判定部４２は、心臓に関して、図３に示すように、解剖学的領域として
左心房、左心室、右心房および右心室が含まれる基準画像Ｂ１、および解剖学的領域とし
て大動脈弁が含まれる基準画像Ｂ２等をストレージ３３から取得する。
【００３５】
　また、肝臓については、肝静脈が含まれる超音波画像、および胆嚢が含まれる超音波画
像等が必要である。このため、第１の判定部４２は、肝臓に関して、図４に示すように、
解剖学的領域として肝静脈が含まれる基準画像Ｂ１１および解剖学的領域として胆嚢が含
まれる基準画像Ｂ１２等をストレージ３３から取得する。
【００３６】
　なお、取得された基準画像に対応する超音波画像を取得するために、プローブ２０を当
てる位置、およびプローブ２０の向き等の撮影手技が定められている。すなわち、基準画
像に含まれる解剖学的特徴を含む超音波画像を取得するために必要な撮影手技が、基準画
像のそれぞれに対して定められている。本実施形態においては、ストレージ３３に保存さ
れている基準画像に対して、その基準画像に対応する超音波画像を取得するための撮影手
技の情報が付与されているものとする。
【００３７】
　操作者は、取得された基準画像に対応する超音波画像が得られるような撮影手技により
、被写体３の表面においてプローブ２０を当てる位置および向きを変更しつつ、超音波画
像の撮影を行う。これにより、あらかじめ定められたフレームレートで、プローブ２０を
当てた位置および向きに応じた解剖学的領域を含む超音波画像が、画像化部４１により順
次取得される。
【００３８】
　第１の判定部４２は、第１の判定を行うために、超音波画像と基準画像との相関値を算
出する。相関値としては、超音波画像および基準画像における対応する画素間の差分の絶
対値および画素間の差分を二乗した値等の逆数を用いることができる。そして、第１の判
定部４２は、相関値がしきい値を超えた場合に、相関値を算出した超音波画像を保存すべ
きであると判定する。例えば、被写体３の心臓付近にプローブ２０を当て、かつ向きを変
更しつつ順次取得される超音波画像に対して相関値を順次算出する。そして、取得された
超音波画像に心臓の４つの部屋が含まれると、図３に示す基準画像Ｂ１との相関値が大き
くなり、しきい値を超えることとなる。この場合、第１の判定部４２は、取得された超音
波画像を保存すべきと判定する。なお、しきい値を超える超音波画像が複数存在する場合
、相関値の高い超音波画像を複数枚ディスプレイ３４に表示し、保存する超音波画像を操
作者に選択させるようにしてもよい。
【００３９】
　保存制御部４３は、第１の判定部４２による第１の判定が肯定された場合に、保存すべ
きと判定された超音波画像をストレージ３３に保存する。本実施形態においては、心臓お
よび肝臓の超音波画像が取得される。このため、保存制御部４３は、ストレージ３３にお
いて、部位ごとに超音波画像を保存する。すなわち、心臓用のフォルダおよび肝臓用のフ
ォルダをストレージ３３にそれぞれ生成し、心臓用のフォルダには心臓の超音波画像を、
肝臓用のフォルダには肝臓の超音波画像をそれぞれ保存する。なお、保存された超音波画
像に対応する基準画像に対しては、第１の判定部４２により、保存済みのフラグが付与さ
れる。
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【００４０】
　第２の判定部４４は、保存が必要な１以上の超音波画像がストレージ３３に保存された
か否かについての第２の判定を行う。例えば、心臓について４つの撮影手技による超音波
画像の保存が必要であり、肝臓について４つの撮影手技による超音波画像の保存が必要で
あるとする。第２の判定部４４は、第１の判定部４２が取得した基準画像のフラグを確認
し、保存が必要な基準画像について保存済みのフラグが付与されているか否かを判定する
ことにより、超音波画像がストレージ３３に保存されたか否かについての第２の判定を行
う。
【００４１】
　また、第２の判定部４４は、第２の判定が否定された場合に、未保存の超音波画像につ
いての撮影手技を取得する。具体的には、第１の判定部４２において、フラグが付与され
ていない基準画像に対応づけられた撮影手技の情報を取得する。取得した撮影手技の情報
は報知部４５に入力される。
【００４２】
　報知部４５は、第２の判定が否定された場合に、保存が必要な超音波画像がストレージ
３３に保存されていないことを報知する。具体的には、操作装置３０のディスプレイ３４
に、保存が必要な超音波画像がストレージ３３に保存されていないことを報知する。図５
は保存が必要な超音波画像がストレージ３３に保存されていないことの報知の例を示す図
である。図５に示すように、ディスプレイ３４には、取得中の超音波画像５０、心臓につ
いての保存が必要な超音波画像に対応する基準画像のサムネイル画像の一覧５１、肝臓に
ついての保存が必要な超音波画像に対応する基準画像のサムネイル画像の一覧５２、およ
び身体の画像であるシェーマ５３が表示されている。また、一覧５１，５２にはそれぞれ
「心臓」および「肝臓」の部位名が表示されている。報知部４５は、第１の判定部４２が
取得した基準画像のフラグを確認し、フラグが付与された、すなわちストレージ３３に保
存された基準画像のサムネイル画像の明度を下げる。図５においては、心臓についてのサ
ムネイル画像の一覧５１において、４つのサムネイル画像のうち３つのサムネイル画像の
明度が下げられているため、３つの超音波画像が保存されていることが分かる。また、肝
臓についてのサムネイル画像の一覧５２において、保存が必要な４つの超音波画像のうち
、２つのサムネイル画像の明度が下げられているため、２つの超音波画像が保存されてい
ることが分かる。
【００４３】
　また、シェーマ５３においては、フラグが付与されていない未保存の基準画像に対応づ
けられた撮影手技の情報が付与されている。図５においては、心臓について残り１つの超
音波画像を取得するためのプローブ２０を当てる位置および方向を表す矢印６０、肝臓に
ついて残り２つの超音波画像を取得するためのプローブ２０を当てる位置および方向を表
す矢印６１，６２が表示されている。
【００４４】
　操作者は、ディスプレイ３４を見ることにより、心臓および肝臓のそれぞれについて、
未保存の超音波画像があること、および未保存の超音波画像を取得するための撮影手技を
確認することができる。なお、一覧５１，５２に部位名を表示して保存が必要な超音波画
像がストレージ３３に保存されていないことを報知しているが、超音波装置を用いた検査
が不慣れな操作者に向けて、検査名または検査目的を表示して、保存が必要な超音波画像
がストレージ３３に保存されていないことを報知してもよい 。
【００４５】
　なお、報知部４５は、ディスプレイ３４への表示に加えて、またはディスプレイ３４へ
の表示に代えて、スピーカー３６からの音声により保存が必要な超音波画像がストレージ
３３に保存されていないことを報知してもよい。この場合、すべての超音波画像が保存さ
れていないことのみを音声により報知してもよく、未保存の超音波画像についての撮影手
技、すなわちプローブ２０を当てる位置および方向を音声により報知してもよい。
【００４６】
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　また、報知部４５は、保存が必要な超音波画像に対応する基準画像のサムネイル画像の
一覧５１，５２のみを表示するものであってもよい。また、シェーマ５３のみを表示する
ものであってもよい。
【００４７】
　次いで、本実施形態において行われる処理について説明する。図６は本実施形態におい
て行われる処理を示すフローチャートである。撮影の指示が操作装置３０において行われ
ると、画像化部４１がプローブ２０から入力された検出信号を画像化して、超音波画像を
取得する（ステップＳＴ１）。次いで、第１の判定部４２が、画像化処理により時系列順
に取得される超音波画像に対して、保存すべきか否かについての第１の判定を行う（ステ
ップＳＴ２）。ステップＳＴ２が否定されるとステップＳＴ１に戻る。ステップＳＴ２が
肯定されると、保存制御部４３が、第１の判定部４２により保存すべきと判定された超音
波画像をストレージ３３に保存する（ステップＳＴ３）。
【００４８】
　さらに、第２の判定部４４が、保存が必要な１以上の超音波画像がストレージ３３に保
存されたか否かについての第２の判定を行う（ステップＳＴ４）。ステップＳＴ４が否定
されると、報知部４５が、保存が必要な１以上の超音波画像がストレージ３３に保存され
ていないことを報知し（ステップＳＴ５）、ステップＳＴ１にリターンする。ステップＳ
Ｔ４が肯定されると処理を終了する。
【００４９】
　このように、本実施形態においては、時系列順に取得される超音波画像に対して、保存
すべきか否かについての第１の判定を行い、保存が必要な超音波画像がストレージ３３に
保存されたか否かについての第２の判定を行い、第２の判定が否定された場合に、保存が
必要な超音波画像がストレージ３３に保存されていないことを報知するようにしたもので
ある。このため、操作者は報知により保存が必要な超音波が保存されていないことを知る
ことができる。したがって、保存が必要な超音波画像を漏れなくかつ効率よく保存できる
。
【００５０】
　また、未保存の超音波画像についての撮影手技をさらに報知することにより、操作者は
、未保存の超音波画像についてどのように撮影を行えばよいかを知ることができる。この
ため、未保存の超音波画像の取得を容易に行うことができる。
【００５１】
　また、保存が必要な１以上の超音波画像を部位ごとにストレージ３３に保存することに
より、保存した超音波画像を部位ごとに参照することが容易となる。したがって、保存し
た超音波画像を用いての部位ごとの診断を効率よく行うことができる。
【００５２】
　なお、上記実施形態においては、１つの基準画像に対して１つの超音波画像のみを保存
しているが、第１の判定が肯定された超音波画像に時間的に前後する複数の超音波画像を
ストレージ３３に保存するようにしてもよい。これにより、必要な超音波画像の近傍の超
音波画像についても、診断の際に参照することができる。なお、保存する超音波画像の数
は、あらかじめ設定できるようにすることが好ましい。また、超音波画像を取得する部位
ごとに、保存する超音波画像の数を設定できるようにしてもよい。
【００５３】
　また、上記実施形態においては、基準画像との相関値に基づいて第１の判定を行ってい
るが、超音波画像においてあらかじめ定められた解剖学的領域が、あらかじめ定められた
位置において検出されたか否かの判定を、第１の判定として行ってもよい。例えば、心臓
の４つの部屋が含まれる超音波画像が保存すべき超音波画像である場合において、第１の
判定部４２を、左心房、左心室、右心房および右心室を検出する判別器を有するものとす
る。判別器は、左心房、左心室、右心房および右心室の教師データを用いて機械学習がな
されたものである。この場合、第１の判定部４２により、心臓の４つの部屋があらかじめ
定められた位置において検出された場合に、第１の判定が肯定される。
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【００５４】
　また、上記実施形態においては、保存制御部４３は、第１の判定が肯定された場合に自
動で超音波画像をストレージ３３に保存しているが、第１の判定が肯定された場合に、報
知部４５がその旨を報知し、その報知に基づいて、操作者が入力部３５を操作することに
より、マニュアル操作で超音波画像をストレージ３３に保存するようにしてもよい。
【００５５】
　また、上記実施形態においては、撮影の途中のタイミングで保存が必要な超音波画像が
ストレージ３３に保存されていないことを報知しているが、操作者が操作装置３０におい
て撮影終了または検査終了の指示を行ったタイミングで、保存が必要な超音波画像がスト
レージ３３に保存されていないことを報知してもよい。
【００５６】
　また、上記実施形態においては、医用画像として超音波画像を用いているが、放射線画
像を用いてもよいことはもちろんである。
【００５７】
　以下、本実施形態の作用効果について説明する。
【００５８】
　未保存の医用画像についての撮影手技の情報を取得し、未保存の医用画像についての撮
影手技をさらに報知することにより、操作者は、未保存の医用画像についてどのように撮
影を行えばよいかを知ることができる。このため、未保存の医用画像の取得を容易に行う
ことができる。
【００５９】
　被写体の複数の部位についての複数の医用画像を保存するに際し、保存が必要な１以上
の医用画像を、部位ごとに保存手段に保存することにより、保存した医用画像を部位ごと
に参照することが容易となる。したがって、保存した医用画像を用いての部位ごとの診断
を効率よく行うことができる。
【００６０】
　保存が必要な１以上の医用画像に時間的に前後する複数の医用画像をさらに保存するこ
とにより、保存が必要な医用画像の近傍の医用画像についても、診断の際に参照すること
ができる。
【符号の説明】
【００６１】
　　　２　　ベッド
　　　３　　被写体
　　　１０　　超音波撮影装置
　　　２０　　プローブ
　　　３０　　操作装置
　　　３１　　ＣＰＵ
　　　３２　　メモリ
　　　３３　　ストレージ
　　　３４　　ディスプレイ
　　　３５　　入力部
　　　３６　　スピーカー
　　　４１　　画像化部
　　　４２　　第１の判定部
　　　４３　　保存制御部
　　　４４　　第２の判定部
　　　４５　　報知部
　　　５０　　超音波画像
　　　５１，５２　　サムネイル画像の一覧
　　　５３　　シェーマ
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　　　Ｂ１，Ｂ２，Ｂ１１，Ｂ１２　　基準画像
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中。第二确定单元44进行关于是否需要存储的一个或多个超声图像是否
存储在存储器33中的第二确定。当第二确定被拒绝时，通知单元45通知
需要存储的一个或多个超声图像未存储在存储器33中。 .The

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4ecf87d7-40c6-4de5-8b37-de9640ad80b0
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063446737/publication/JP2018143698A?q=JP2018143698A

